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「薬事法関係事務に係る処理装準についてJの一部改正について

今般、薬事法施行令の一部を改正する政令(平成� 25年毅令第� 19号〉により、検定

合格筏紙貼付が廃止されたことから、� f築家法務係事務に係る処理基準についてJ(平成 

12 年 6 Jl 9Sf寸け 12 畜A第 10741予燦林水産事務次官依命遥知〉会~lllj級新潟対詩議

選交のとおり改正されたので、御了知綴いたい。



(jJil車氏)
 

f薬害奏法関係事務に係る処理基準についてJ(平成12匁6月9 I3f寸け12滋A第1074努燦林水産事務次官紋命遥知)の一部改正新!日対照表


波正案 現行�  

別紙

第ゑ 検定に関する処理基準� 

1 (塁審〉

」型蟻L 

2 検定不合格となった動物用医薬品の処理

都道府県知事は、令第� 6O条第� 2漢の規定に議づき、出

願者に検定の結果を通知する場合には、検定lと不合格とな

った動物用医薬品については、手厚検定のや誉棄がない場合にまち� 

つては規則第� 159条第� 1項の期間経過後に、再検定安ゆ

請し?と綴合にあっては袴検定に不合絡となった震の通知が

あったときに、出願者自ら、速やかに廃棄等の奇襲切な措置

惑?とるよう指導することとする。

)3IJ紙

第� 2 検定に関する処理主選基準� 

1 (略)

検定合格証紙の取扱い

都道府県知毒事は、令第61条の規定に議づき、凍結4築家

の必要蓄え主動物用生物学的製剤~!こ封建ど泌す場合にあっては、凍;

結襲遅刻告と保存する祭器又は被包含対かんす)ることとする。� 

J主検定不合格となった動物用殴薬品の処理一

都道府県知家は、令第長よ逢の規定に姦づき、出瀬議?に

検定の結果を通知する場合には、検定に不合格となった動

物用医薬品について鉄、持検定のE事務がない場合にあっては

規則第� 159条第� 1壊の期間経過後に、再検定受験請した

場合にあっては再検定に不合格となった欝の漁知があった

ときに、出願者自ら、速やかに廃棄等の適切な措置蓄ととる

よう指導することとする。
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